
 

 

 

 

 

 

 

 

 

公立病院経営強化プランの策定について 

（中河内二次医療圏） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－２（別添） 

【病院一覧】 

・市立柏原病院 

・市立東大阪医療センター 

・八尾市立病院 



令和 5（2023）年 12月 11日 

市立柏原病院経営強化プラン（素案）【概要】 

 

１.現状分析 

 中河内医療圏の人口は年々減少しますが、65歳以上の人口は、令和２（2020）年では237,279人から令

和 27（2045）年には 234,943 人となり、横ばいで推移し、中河内医療圏での高齢化率（65 歳以上）は増

加する見込みです。 

 

２.当院の果たすべき役割・機能、その他の取組 

 当院の役割は以下の４点であることを再認識し、急性期医療から回復期医療を切れ目なく提供できる病院を

目指します。 

○  救急診療の充実により急性期医療を担うこと 

○  地域の周産期・小児医療に貢献すること 

○  緩和ケアを含めたがん診療を担うこと 

○  急性期医療を終えた患者の在宅への橋渡しとなる医療を提供すること 

  

 【地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能】 

 市民が安心して必要な時に必要な医療を受けることができるよう、平成 31（2019）年４月から地域包括ケ

ア病棟を開設し、令和５（2023）年１月からは訪問看護ステーションを設置することで退院後も継続した医療

提供が可能な体制を整え、当院の果たすべき役割、機能を担っていきます。 

 

 【住民の理解のための取組】 

病院だよりや市民公開講座、病院ホームページでの住民の皆様への様々な情報発信を継続して行い、公立

病院として市民の皆様に信頼される病院を目指します。 

 

３.経営形態 

当院は平成 22 （2010）年度から地方公営企業法の全部適用に移行しています。ガイドラインでは、経営形

態の見直しの選択肢としては①地方公営企業法（全部適用）、②地方独立行政法人化（非公務員型）、③指定管

理者制度の導入、④民間譲渡、事業形態の見直し（診療所、介護医療院、介護老人保健施設への転換等）が示さ

れています。 

他の経営形態への見直しについては、今後の医療を取り巻く環境の変化や経営形態に関する課題が生じた

際に改めて検討していきます。 

 

４.経営の効率化等 

収支の安定化を目指すため、これまで同様にSPD、ベンチマークシステムを活用した費用削減に継続的に取

り組みます。 

医療機関への訪問を定期的に行い、当院の最新の診療、検査情報を広報し、助言いただいた内容は院内で

速やかに検討できる体制を整えます。 

一方で、近年の光熱費の上昇、物価高騰による材料費等の上昇に加え、職員給与費の上昇により収支安定

は非常に厳しいものとなっています。 

 

５.その他の事項 

 詳細につきましては、病院ホームページ「パブリックコメントの実施について」に素案を掲載しております。 

 パブリックコメントの意見募集は、10月 16日から 11月 6日までとし、意見の提出はありませんでした。 



地方独立行政法人市立東大阪医療センター 

公立病院経営強化プラン（案）の概要 

【作成状況】 

 令和５年度中の公立病院経営強化プラン作成に向けて、地方独立行政法人法第 26 条に基

づく、当法人の第２期中期計画の変更作業を進めております。 

 なお、経営強化プランは令和９年度までのプラン作成を求められており、当法人においては

第２期及び第３期中期計画に跨るものです。 

 

【プラン（案）の概要】 

前 文 

第１ 中期計画の期間 

第２ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとる

べき措置  

1 医療センターとして担うべき役割 

 2 患者満足度の向上 

3 信頼性の向上と情報発信 

 4 地域医療機関等との連携強化 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

1 業務運営体制の構築 

2 人材の確保と育成 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 1 経営基盤の確立 

 2 収入の確保 

 3 費用の節減 

第５ その他の業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置 

 1中河内救命救急センターの運営 

 2施設整備に関する事項 

第６ 医療センターにおける各部局の取り組み 

第７ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

第８ 短期借入金の限度額 

第９ 出資等に係る不要財産の処分に関する計画  

第１０ 第９の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画  

第１１ 剰余金の使途  

第１２ 料金に関する事項 

第１３ 地方独立行政法人市立東大阪医療センターの業務運営並びに財務及び会計に関する規則

で定める業務運営に関する事項 

 

＊変更前の地方独立行政法人市立東大阪医療センター、第２期中期計画は当法人のホームペー

ジに掲載しております。 
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計
画
期
間

八
尾
市
立
病
院
と
し
て
の
役
割

①
地
域
医
療
支
援
病
院

地
域
の
医
療
機
関
や
医
療
従
事
者
等
と
連
携
を
深
め
な
が
ら
、八

尾
市
全
体
の
医
療
水
準
の
向
上
に
貢
献
し
ま
す
。

②
急
性
期
病
院

地
域
の
医
療
機
関
と
連
携
し
て
、医
療
機
能
の
分
化
を
図
り
な
が

ら
、地
域
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制
の
中
核
的
役
割
を
担
い
ま
す
。

③
救
急
告
示
病
院

④
地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー

地
域
に
お
い
て
安
心
し
て
分
娩
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、全
国
的
に

不
足
し
て
い
る
産
婦
人
科
医
を
確
保
し
、周
産
期
医
療
の
体
制
を

維
持
し
ま
す
。

⑤
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院

手
術
、放
射
線
治
療
、化
学
療
法
、緩
和
ケ
ア
、が
ん
相
談
支
援
等

を
充
実
さ
せ
、地
域
に
お
け
る
が
ん
診
療
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
を

果
た
し
ま
す
。

⑥
市
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー

計
画
の
目
標

・「
公
立
病
院
と
し
て
の
役
割
」
「
医
療
の
質
の
向
上
」
「
健
全
経
営

の
確
保
」
と
い
う
３
つ
の
視
点
で
経
営
に
取
り
組
み
、地
域
の
医
療

機
関
、医
療
団
体
、医
療
従
事
者
、そ
し
て
市
保
健
所
を
は
じ
め
と

す
る
市
の
関
係
部
局
と
の
相
互
の
連
携
と
協
力
の
も
と
で
、地
域

住
民
の
生
命
と
健
康
を
守
る
公
立
病
院
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し

ま
す
。

・厳
し
い
経
営
環
境
の
中
で
、病
院
経
営
の
安
定
の
た
め
に
資
金

剰
余
額
を
確
保
し
、将
来
に
お
い
て
も
資
金
不
足
に
陥
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、経
営
基
盤
を
維
持
し
ま
す
。

内
科
・外
科
の
救
急
医
療
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、中
河
内
医
療
圏

に
お
け
る
輪
番
体
制
に
よ
る
小
児
救
急
医
療
を
提
供
す
る
た
め
の

体
制
を
維
持
し
ま
す
。

市
保
健
所
を
中
心
に
地
域
の
医
療
機
関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、

感
染
症
等
の
健
康
危
機
事
象
を
含
む
災
害
医
療
に
お
け
る
地
域

の
拠
点
病
院
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

令
和
６
年
度
～
令
和
８
年
度

公
立
病
院

と
し
て
の
役
割

医
療
の
質
の

向
上

健
全
経
営
の

確
保

◆
地
域
医
療
支
援
病
院
と
し
て
の
役
割

・
紹
介
、
逆
紹
介
の
推
進

・
地
域
医
療
連
携
の
推
進

・
地
域
医
療
水
準
の
向
上

・
医
療
情
報
の
発
信

◆
政
策
医
療
の
充
実

・
救
急
医
療

・
小
児
医
療

・
周
産
期
医
療

・
災
害
医
療

◆
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
と
し
て
の
役
割

◆
医
療
機
能
の
向
上

・
が
ん
診
療
の
充
実

・
が
ん
対
策
の
推
進

・
高
度
手
術

・
高
度
治
療
機
能

・
生
活
習
慣
病
等
へ
の
対
応

・
チ
ー
ム
医
療

・
医
療
の
標
準
化
の
推
進

・
医
療
IT
技
術
の
活
用

◆
入
退
院
支
援
の
推
進

◆
医
療
安
全
の
向
上

◆
院
内
感
染
防
止
対
策

◆
患
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

◆
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
確
保
と
働
き
方
改
革

・
医
師
、
看
護
師
、
医
療
技
術
員
の
確
保
と
働
き
方
改
革

・
医
業
収
益
と
給
与
費
の
バ
ラ
ン
ス

◆
P
F
I事
業
に
よ
る
公
民
協
働

◆
医
業
収
益
の
確
保

・
収
益
性
の
向
上

・
診
療
報
酬
の
確
保

◆
コ
ス
ト
の
縮
減

・
材
料
費
の
適
正
化

・
医
業
収
益
と
材
料
費
の
バ
ラ
ン
ス

◆
医
療
機
器
等
の
整
備
・
更
新

◆
施
設
設
備
の
整
備
・
更
新

◆
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
の
推
進

３
つ
の

視
点

医
師
・
看
護
師
等
の
確
保
と
働
き
方
改
革

新
興
感
染
症
等
に
備
え
た
取
り
組
み

医
療
ニ
ー
ズ
を
見
据
え
た
機
能
更
新
・
技
術
革
新

経
営
の
効
率
化

役
割
機
能
の
最
適
化
と
連
携
の
強
化

～
計
画
の
主
な
方
向
性
～

～
具
体
的
な
取
り
組
み
～

令
和
８
年
度
に
め
ざ
す
病
床
機
能
数

不
足
す
る
診
療
科
を
中
心
と
し
た
医
師
の
確
保

タ
ス
ク
シ
フ
ト
／
シ
ェ
ア
の
推
進
や
IC
T
の
活
用
等

に
よ
る
勤
務
環
境
の
改
善

高
度
急
性
期
1
6
0
床
急
性
期
2
2
0
床

令
和
８
年
度
黒
字
化
達
成

第
２
期
P
F
I事
業
の
事
業
検
証

計
画
的
な
大
規
模
修
繕
電
子
カ
ル
テ
の
更
新

医
療
D
X
（
全
国
医
療
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
等
）

の
推
進

大
阪
府
・
市
保
健
所
と
の
連
携
H
C
U
の
活
用

IC
T
・
A
S
T
を
中
心
と
し
た
感
染
対
策
の
徹
底

～
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
～

概
要
版
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